
 

 

 

 

 

電子申請により、通知書・図面等もデータでシステムからダウンロードで

きるので、申請書類の紙準備や来庁する必要がありません。 

 

電子申請とは？ どんなイメージ？ 

    裏面にイメージがあります

 

 電子申請はどこからするの？

市ＨＰからアクセスしてください 

① 事業者登録（ｱﾄﾞﾚｽ登録） ② 申請入力 になります 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_01577.html 

 

電子申請開始に伴う主な変更ポイント 

１． 届出押印廃止                                   

行為者（事業者）の押印を廃止します 

２． 届出様式・提出部数の変更 

電子申請 ： 通知書発行に併せて、新様式で申請内容がダウン

ロードできます 

窓口申請 ： 新様式は、市ＨＰからダウンロードできます 

令和７年５月末までは、旧様式申請（届出押印不要）

も可能です 

申請は１部（正本）とします 

３． 受付・審査状況がシステムから確認できます 

４． 通知書・図面などは、システムからダウンロード 

 

 

 

令和７年４月から景観法に基づく届出について 

『電子申請』 による受付を開始します 

注意事項が裏面にあります。必ずご確認ください。 
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https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_01577.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請は２４時間利用可能(システムメンテナンス時は利用不可)です 

土日祝日・開庁時間外（※１）等による電子申請については、届出日が翌開庁日と

なります 

内容等不備があれば、受付できません 

当該行為に着手する３０日前までに届出が必要です（「届出日」で判断） 

余裕を持った申請をお願いします 

電子申請開始に伴い、郵送受付は実施しません 

窓口による申請は、お問合せください 

※１：開庁時間・・・月曜日から金曜日（祝日・休日・年末年始等を除く）の

８時３０分から１７時１５分 

 

 

注 意 事 項 

北九州市 都市戦略局 指導部 建築指導課 景観形成係 
北九州市小倉北区城内１番１号   電話 093-582-2531 

メールアドレス toshi-kenchikushidou@city.kitakyushu.lg.jp 

ご不明な点は下記までお問い合わせください。 
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